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・管理棟1階電気室不用品処分業務 1式

・管理棟1階更衣室不用品処分業務 1式

・第1プラント汚泥棟1階階段室不用品処分業務 1式

・第2プラント汚泥棟1階消石灰室不用品処分業務 1式

・第2プラント汚泥棟2階西側通路不用品処分業務 1式

　有価物処分が発生した場合は、廃棄物処分に係る費用の変更契約を行

　うことを前提とする。

設計者印

※設計数量は参考とし、産業廃棄物処分を前提とするが、数量の増減や

を行うものです。

業 務 概 要

工 期

履 行 場 所

業 務 名 中央浄化センター不用品処分業務委託

久留米市　津福本町

契約日の翌日から令和７年２月２８日まで

　この業務は中央浄化センター内において不要となった廃棄物の処分

精算者印￥設計金額

設 計 部 課 名 下水道施設課　中央浄化センター設 計 書

参 考 数 量



P1

品　　名 仕　　様 数量 単位 単価 金額 備　考

１．直接業務費

　　管理棟1階電気室不用品処分業務 1 式 　第1号内訳書

　　管理棟1階更衣室不用品処分業務 1 式 　第2号内訳書

　　第1プラント汚泥棟1階階段室不用品処分業務 1 式 　第3号内訳書

　　第2プラント汚泥棟1階消石灰室不用品処分業務 1 式 　第4号内訳書

　　第2プラント汚泥棟2階西側通路不用品処分業務 1 式 　第5号内訳書

計

２．間接業務費

　　諸経費 1 式

計

３．その他経費

　　スクラップ処分 1 式 　第6号内訳書

４．業務価格

５．消費税相当額

６・本委託費

第1号内訳書　　管理棟1階電気室不用品処分業務



P2

品　　名 仕　　様 数量 単位 単価 金額 備　考

　分別・積込作業 1 式

　産業廃棄物運搬費 　混合廃棄物（配電盤部品） 2 m3

　産業廃棄物処分費 　混合廃棄物（配電盤部品） 2 m3

計

久留米市

第1号内訳書　管理棟1階電気室不用品処分業務



P2

品　　名 仕　　様 数量 単位 単価 金額 備　考

　分別・積込作業 1 式

　産業廃棄物運搬費 　混合廃棄物（配電盤部品） 2 m3

　産業廃棄物処分費 　混合廃棄物（配電盤部品） 2 m3

　産業廃棄物運搬費 　金属くず（鋼製ロッカー等） 12 m3

　産業廃棄物処分費 　金属くず（鋼製ロッカー等） 12 m3

　産業廃棄物運搬費 　家電製品（家電製品等） 13 ㎥

　産業廃棄物処分費 　家電製品（家電製品等） 13 ㎥

　産業廃棄物運搬費 　がれき類 1 m3

　産業廃棄物処分費 　がれき類 1 m3

　産業廃棄物運搬費 　木くず（棚・長椅子等） 2 m3

　産業廃棄物処分費 　木くず（棚・長椅子等） 2 m3

　産業廃棄物運搬費 　廃プラ 2 m3

　産業廃棄物処分費 　廃プラ 2 m3

計

久留米市

第2号内訳書　管理棟1階更衣室不用品処分業務



P3

品　　名 仕　　様 数量 単位 単価 金額 備　考

　分別・積込作業 1 式

　産業廃棄物運搬費 　混合廃棄物（配電盤部品） 8 m3

　産業廃棄物処分費 　混合廃棄物（配電盤部品） 8 m3

計

久留米市

第3号内訳書　第1プラント汚泥棟1階階段室不用品処分業務



P4

品　　名 仕　　様 数量 単位 単価 金額 備　考

　分別・積込作業 1 式

　産業廃棄物運搬費 　混合廃棄物 15 m3

　産業廃棄物処分費 　混合廃棄物 15 m3

　産業廃棄物運搬費 　金属くず 5 m3

　産業廃棄物処分費 　金属くず 5 m3

　産業廃棄物運搬費 　木くず 4 m3

　産業廃棄物処分費 　木くず 4 m3

　産業廃棄物運搬費 　廃プラ 5 m3

　産業廃棄物処分費 　廃プラ 5 m3

計

久留米市

第4号内訳書　第2プラント汚泥棟1階消石灰室不用品処分業務



P5

品　　名 仕　　様 数量 単位 単価 金額 備　考

　分別・積込作業 1 式

　産業廃棄物運搬費 　混合廃棄物 1 m3

　産業廃棄物処分費 　混合廃棄物 1 m3

　産業廃棄物運搬費 　金属くず 1 m3

　産業廃棄物処分費 　金属くず 1 m3

　産業廃棄物運搬費 　木くず 6 m3

　産業廃棄物処分費 　木くず 6 m3

　産業廃棄物運搬費 　家電製品（家電製品等） 8 台

　産業廃棄物処分費 　家電製品（家電製品等） 8 台

計

久留米市

第5号内訳書　第2プラント汚泥棟2階西側通路不用品処分業務



P6

品　　名 仕　　様 数量 単位 単価 金額 備　考

計

久留米市

第6号内訳書　スクラップ処分



仕 様 書 
 
業 務 名 中央浄化センター不⽤品処分業務委託 
 
履 ⾏ 場 所 久留⽶市 津福本町 
 
履 ⾏ 期 間 契約⽇の翌⽇から令和７年２⽉２８⽇まで 
 
業 務 概 要  この業務は中央浄化センター内において不要となった廃棄物の処分を⾏うも

のです。      
 
業 務 内 容 ・管理棟 1 階電気室不⽤品処分業務         1 式 
      ・管理棟 1 階更⾐室不⽤品処分業務         1 式 

・第 1 プラント汚泥棟 1 階階段室不⽤品処分業務   1 式 
・第 2 プラント汚泥棟 1 階消⽯灰室不⽤品処分業務  1 式 
・第 2 プラント汚泥棟 2 階⻄側通路不⽤品処分業務  1 式 

        
提 出 書 類  施⼯写真、報告書、産業廃棄物マニュフェストの写し、完了届、その他市が求

めるもの。 
 
業務の実施 ・設計図書等に計上している数量は、参考数量とし、産業廃棄物処分を前提とし

ているが、処分量の増減や有価物処分が発⽣した場合は、処分に掛かった経費
の実情に合わせて変更契約を⾏うものとする。 

・施⼯場所の不⽤品の搬出は令和７年１⽉３１⽇までに完了すること。 
・施⼯場所は業務完了後、清掃を⾏うこと。 
・不要物の処分に際しては、関係法令等に従い、適正かつ安全に作業を⾏うこと。 
・設計図書等の内容に基づき作業し、不明の点は市担当者の指⽰による。 
 

そ の 他 上記のほか、下記の事項に留意すること 
・作業は、施設の業務に⽀障のないように⾏うこと。 
・施設の業務に⽀障が⽣じるおそれがある時は、市と協議のうえ、仮設設備を準

備すること。 
・作業⽇時は、担当職員と打ち合わせの上、決定すること。 
・業務実施に必要となる電⼒、⽤⽔は無償で⽀給するものとする。 
・発⽣した廃棄物は、適正に処分すること 



 
【障害者差別解消の推進に関する事項】 

受注者は、業務の実施にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平
成２５年法律第６５号）を遵守するとともに、発注者の取扱いに準じて、障害者に対する合
理的配慮を提供しなければならない。 

 
【暴⼒団排除に関する事項】 
 受注者は、当該業務の履⾏に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

１．暴⼒団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報
告するとともに、所轄の警察署に届出を⾏い、捜査上必要な協⼒を⾏うこと。 

２．暴⼒団等から不当要求による被害⼜は履⾏妨害を受けた場合は、その旨を速やかに監督
員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。 

３．排除対策を講じたにもかかわらず、履⾏に遅れが⽣じるおそれがある場合は、速やかに
監督員と⼯程に関する協議を⾏うこと。 
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